
関
税
定
率
法
施
行
令
第
二
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
際
博
覧
会
等
の
会
場

で
消
費
さ
れ
る
物
品
の
う
ち
関
税
を
免
除
す
る
も
の
を
指
定
す
る
件 

 
昭
和
四
十
五
年
三
月
三
日
大
蔵
省
告
示
第
二
十
五
号 

関
税
定
率
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
五
十
五
号
）
第
二
十
一
条

の
規
定
に
基
づ
き
、
国
際
博
覧
会
等
の
会
場
で
消
費
さ
れ
る
物
品
の
う
ち
関
税

を
免
除
す
る
も
の
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。 

一 

香
水
、
オ
ー
デ
コ
ロ
ン
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
物
品 

二 

花
火
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
火
工
品 


